
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電話機の前面及び裏面の両面に受話音を出力するスピーカ及び送話音を入力するマイクを
装着し、該電話機の前面及び裏面から同時に通話できる機能を具備し、前記裏面に装着し
たスピーカ及びマイクの前面を遮蔽する遮蔽板を回動自在又はスライド自在に設けたこと
を特徴とする携帯無線電話機。
【請求項２】
請求項１に記載の携帯無線電話機において、
前記電話機の裏面側に装着したスピーカ及びマイクを駆動する駆動回路に切替スイッチを
設け、該スピーカ及びマイクを該駆動回路から切離すことができるように構成したことを
特徴とする携帯無線電話機。
【請求項３】
請求項１に記載の携帯無線電話機において、
前記電話機の裏面側に装着するスピーカ及びマイクに替えて音声が通る音声孔を設け、該
音声孔を通して前面側に装着したスピーカの受話音を出力すると共に、前面側に装着した
マイクに送話音を入力するようにしたことを特徴とする携帯無線電話機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は携帯式無線電話機に関し、特に電話機の前面と裏面の両面より音声の入出力がで
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き両面を利用して二人一緒に相手方と通話ができる機能を有する携帯無線電話機に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の無線式携帯電話機は通話者間で１対１で通話を行なうものとして構成され
、扱われてきた。また、受信側にスピーカを使用し、送信側のマイクの感度を上げること
により不特定多数で通話をすることも可能である。この場合、通話者はハンドセットを持
たずにハンズフリーで通話することができ、マイクの集音できる範囲で自由に移動できる
等の利点がある。
【０００３】
また、当事者間で言葉が通じない場合、通訳者を介入させるシステムとして特開平１０－
３２８９３号公報に開示された「通訳システム並びに翻訳システムに利用することができ
る携帯電話用のフォンマイク」がある。図６は該携帯電話用フォンマイクの使用例を示す
図である。
【０００４】
これは携帯電話機６１の受話音声を聞き取り部６３より聞き取り、マイク部６４から発声
することにより、携帯電話機６１を介して送話できるフォンマイク６５を複数個有する分
岐型フォンマイクＦを使用している。分岐型フォンマイクＦを携帯電話機６１の接続部６
２に接続し、この携帯電話機６１を介して通訳者Ａと通話できるようにし、分岐型フォン
マイクＦの一方のフォンマイク６５Ａを通訳の必要な外国人Ｂに装着させ、他方のフォン
マイク６５Ｂを通訳を受ける被通訳者Ｃが装着し、携帯電話機６１によって、これら３者
Ａ、Ｂ、Ｃが同時に会話できるようにするというものである。
【０００５】
しかしながら、上述したハンズフリーの携帯電話機で不特定多数と通話する方法はマイク
の集音感度を高くする必要があり、必然的に騒音に弱くなる。また、スピーカ部も不特定
多数に適したものであるので、プライバシーを守る必要のある二人だけで一緒に使用する
場合等には不適当である。
【０００６】
一方、上述した「通訳システム並びに翻訳システムに利用することができる携帯電話用の
フォンマイク」は携帯電話機６１の接続部６２に分岐型フォンマイクＦを接続することに
より通話するので、分岐型フォンマイクＦを常時携帯することが必要である。また、使用
時の分岐型フォンマイクＦのワイヤも煩わしい。また、複数のフォンマイクを使用するの
でマイク感度の調整も必要になる場合もあり、マイク感度を操作する機能は全ての携帯電
話に設けられている機能ではないので汎用性に欠けると云う問題があった。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上述の点に鑑みてなされたもので、携帯式無線電話機の前面と裏面の両面より音
声の入出力ができる機能を設け、二人が一緒になって相手と通話することができる携帯無
線電話機を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため請求項１に記載の発明は、電話機の前面及び裏面の両面に受話音
を出力するスピーカ及び送話音を入力するマイクを装着し、該電話機の前面及び裏面から
同時に通話できる機能を具備

ことを特徴とする携帯無線電話機にある。
【０００９】
上記のように

電話機の前面及び裏面の
両面にスピーカ及びマイクを装着し、電話機の前面及び裏面から同時に通話できる機能を
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し、前記裏面に装着したスピーカ及びマイクの前面を遮蔽す
る遮蔽板を回動自在又はスライド自在に設けた

スピーカ及びマイクの前面を遮蔽する遮蔽板を回動自在又はスライド自在に
設けたので、該遮蔽板でスピーカ及びマイクの前面を覆うことにより、騒音や多数の人中
で従来の携帯無線電話機と同様に使用することができる。また、



設けたので、二人が一緒になって相手と通話することができる。

請求項 に記載の発明は、請求項１に記載の携帯無線電話機において、電話機の裏面側に
装着したスピーカ及びマイクを駆動する駆動回路に切替スイッチを設け、該スピーカ及び
マイクを該駆動回路から切離すことができるように構成したことを特徴とする。

上記のように電話機の裏面側に装着したスピーカ及びマイクを駆動回路から切離すことが
できるように構成したので、裏面に装着したスピーカ及びマイクを不動作とし従来の携帯
無線電話機と同様に使用することができる。
【００１４】
請求項 に記載の発明は、請求項１に記載の携帯無線電話機において、電話機の裏面側に
装着するスピーカ及びマイクに替えて音声が通る音声孔を設け、該音声孔を通して前面側
に装着したスピーカの受話音を出力すると共に、前面側に装着したマイクに送話音を入力
するようにしたことを特徴とする。

上記のように電話機の裏面側に装着するスピーカ及びマイクに替えて音声が通る音声孔を
設け、前面側に装着したスピーカ及びマイクを裏面側と共用して使用するので、両面で同
時に通話できる携帯無線電話機を安価に提供できる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態例を図面に基づいて詳細に説明する。図１及び図２は本発明に
係る携帯無線電話機の外観を示す図であり、図１（ａ）は前面を示す図、図１（ｂ）は裏
面を示す図、図２（ａ）、（ｂ）は側面を示す図である。図示するように、本発明に係る
携帯無線電話機１は固定部１０と該固定部１０の下方に位置する２個の可動部１１、１１
からなる。該可動部１１、１１はヒンジ機構を中心に互いに相反する方向に屈曲するよう
になっている。
【００１９】
固定部１０の前面（表面）部にスピーカ２、表示器６、ファンクションキー７、ダイヤル
キー８が配置装着され、上部に送受信用のアンテナ９を装着している。また、固定部１０
の裏面にスピーカ３が配置装着されている。また、前面側の可動部１１の前面部にはマイ
ク４が配置装着されている。裏面側の可動部１１の前面部にはマイク５が配置装着されて
いる。
【００２０】
スピーカ２は受信信号を音声に変換し出力する。表示器６は送受信時の操作表示及び情報
表示を行ない、ファンクションキー７はスピーカ３及びマイク５の切替スイッチ７－１、
モード切替キー等のキーであり、ダイヤルキー８はダイヤル操作を行なうキーである。
【００２１】
スピーカ３及びマイク５は後に詳述するように、切替スイッチ７－１によりオン／オフす
ることができる。また、可動部１１、１１は図２（ｂ）に示すように、ヒンジ機構１２、
１２を中心に互いに反対方向に「く」の字形に屈曲させ、マイク４を前面側の使用者の口
元へ近付け、マイク５を裏面側の使用者の口元へ近付け、集音効果を上げることができる
ようになっている。
【００２２】
図３は上記携帯無線電話機１の音声入力部の回路構成を示す図である。図示するように、
音声入力部のスピーカ２、スピーカ３、マイク４、マイク５は通話用ＬＳＩ２２を介して
通信部２１及び制御部２０に接続されている。
【００２３】
受話信号は通信部２１からアンプ２２－３で増幅されスピーカ２へ出力され、マイク４か
ら入力された音声入力信号はアンプ２２－５で増幅され通信部２１へ伝送される。また、
受話信号は通信部２１からスイッチ２２－１を通りアンプ２２－３で増幅されスピーカ３
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【００１０】
２

【００１１】

３

【００１５】



へ出力される。マイク５から入力された音声入力信号はアンプ２２－６で増幅され、スイ
ッチ２２－２を介して通信部２１へ伝送される。スイッチ２２－１、及びスイッチ２２－
２のオン／オフ制御は切替スイッチ７－１から制御部２０を介して操作される。
【００２４】
以上述べたように、上記構成の携帯無線電話機１によれば、固定部１０の前裏面にスピー
カ２、３を配置装着し、前面側の可動部１１の前面にマイク４を配置装着し、裏面側の可
動部１１の前面にマイク５を配置装着しているので両面より二人で一緒に相手と通話する
ことが可能となる。又、可動部１１にマイク４及びマイク５を設けたことにより集音効果
も増し使い勝手もよくなる。また、一人で使用する際は切替スイッチ７－１で裏面のスピ
ーカ３及びマイク５をオフすることにより騒音の多い場所でも従来の携帯無線電話機と同
様に使用することができる。
【００２５】
図４は本発明に係る携帯無線電話機１の他の外観を示す側面図である。図示するように、
本携帯無線電話機１では、裏面に適切なスピーカ３及びマイク５を設けると共に、該スピ
ーカ３及びマイク５の前面を遮蔽する遮蔽板３０をヒンジ機構３１により回動自在に設け
ている。これにより、携帯無線電話機１を一人で使用する際には、遮蔽板３０でスピーカ
３及びマイク５の前面を覆うことにより、裏面から受話音が出力されたり、騒音がマイク
５に入力されることがない。
【００２６】
また、図４に示す携帯無線電話機１において、該携帯無線電話機１の裏面にスピーカ３及
びマイク５に替えて音声孔を設け、裏面より音声孔を通して前面に装着されたスピーカ２
及びマイク４を共用するようにすれば、両面から通話できる機能を有する携帯無線電話機
を廉価で簡単に実現できる。
【００２７】
図５は本発明に係る携帯無線電話機の他の外観を示す図であり、図５（ａ）は遮蔽板によ
り音声孔を閉じた状態を示し、図５（ｂ）は遮蔽板をずらし音声孔を露出した状態を示す
。図示するように、本携帯無線電話機１の裏面にスライド自在な遮蔽板４１を設け、該遮
蔽板４１で裏面に装着したスピーカ３及びマイク５の前面を覆ったり開放したりできるよ
うに構成している。
【００２８】
携帯無線電話機１の裏面には爪部材４２が支点軸４５を中心に回動自在に取り付けられて
おり、該爪部材４２の先端は遮蔽板４１に設けられた係止穴４３に挿入されるように鉤部
になっており、常にバネ（図示せず）等で携帯無線電話機１の裏面を押圧するように付勢
されている。また、遮蔽板４１の片側には押圧部材４７が突出して設けられ、遮蔽板４１
はコイルバネ４４でスピーカ３及びマイク５の前面を開放する方向にスライドするように
付勢されている。
【００２９】
スピーカ３及びマイク５の前面を遮蔽板４１で覆うときは、押圧部材４７をスピーカ３及
びマイク５に押すことにより、遮蔽板４１はコイルバネ４４の引っ張り力に抗してスライ
ドし、遮蔽板４１がスピーカ３及びマイク５の前面を覆って所定量スライドした状態で、
爪部材４２の先端鉤部が係止穴４３に挿入され、図５（ａ）に示すように遮蔽板４１はス
ピーカ３及びマイク５の前面を塞いだ状態でロックされる。スピーカ３及びマイク５の前
面を開放するには、爪部材４２の後端を押圧することにより、爪部材４２の先端鉤部が係
止穴４３から外れ、遮蔽板４１はコイルバネ４４に引っ張られスライドし、図５（ｂ）に
示すようにスピーカ３及びマイク５の前面を開放する。
【００３０】
携帯無線電話機１を図５に示す構成とすることにより、図４に示す構成の携帯無線電話機
と同様の作用効果が得られる。携帯無線電話機１の裏面にスピーカ３及びマイク５に替え
て音声孔を設け、裏面より音声孔を通して前面に装着されたスピーカ２及びマイク４を共
用するようにすれば、両面から通話できる機能を有する携帯無線電話機を廉価で簡単に実
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現できる。
【００３１】
以上述べたように本発明の実施の形態例によれば、電話機の前面及び裏面から二人一緒に
なって相手と通話できるので従来のハンズフリー方式のように受話及び送話レベルを調整
する必要もなく、街中の騒音の多い場所でも従来の携帯電話と同様に使用することができ
る。また、従来の分岐型フォンマイクを接続するような煩わしさも無くなる。
【００３２】
【発明の効果】
以上説明したように各請求項に記載の発明によれば、下記のような優れた効果が得られる
。
【００３３】
請求項１に記載の発明によれば、

電話
機の前面及び裏面の両面にスピーカ及びマイクを装着し、電話機の前面及び裏面から同時
に通話できる機能を設けたので、二人が一緒になって相手と通話することができる。

請求項 に記載の発明によれば、電話機の裏面側に装着したスピーカ及びマイクを駆動回
路から切離すことができるように構成したので、裏面に装着したスピーカ及びマイクを不
動作とし従来の携帯無線電話機と同様に使用することができる。
【００３６】
請求項 に記載の発明によれば、電話機の裏面側に装着するスピーカ及びマイクに替えて
音声が通る音声孔を設け、前面側に装着したスピーカ及びマイクを裏面側と共用して使用
するので、両面で同時に通話できる携帯無線電話機を安価に提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る携帯無線電話機の外観を示す図で、図１（ａ）は前面図、図１（ｂ
）は裏面図である。
【図２】本発明に係る携帯無線電話機の外観を示す図で、図２（ａ）は可動部を閉じた状
態を示す側面図、図２（ｂ）は可動部を開いた状態を示す側面図である。
【図３】本発明に係る携帯無線電話機の音声入力部の回路図である。
【図４】本発明に係る携帯無線電話機の外観を示す側面図である。
【図５】本発明に係る携帯無線電話機の外観を示す図で、図５（ａ）は遮蔽板でスピーカ
及びマスク前面を覆った状態を示す裏面図、図５（ｂ）はスピーカ及びマスク前面を開放
した状態を示す裏面図である。
【図６】従来の携帯電話用フォンマイクの使用例を示す図である。
【符号の説明】
１　　　　　携帯無線電話機
２　　　　　スピーカ
３　　　　　スピーカ
４　　　　　マイク
５　　　　　マイク
６　　　　　表示器
７　　　　　ファンクションキー
８　　　　　ダイヤルキー
９　　　　　アンテナ
１０　　　　固定部
１１　　　　可動部
２０　　　　制御部
２１　　　　通信部
２２　　　　通話用ＬＳＩ

10

20

30

40

50

(5) JP 3568875 B2 2004.9.22

スピーカ及びマイクの前面を遮蔽する遮蔽板を回動自在
又はスライド自在に設けたので、該遮蔽板でスピーカ及びマイクの前面を覆うことにより
、騒音や多数の人中で従来の携帯無線電話機と同様に使用することができる。また、

【００３４】
２

３



３０　　　　遮蔽板
３１　　　　ヒンジ機構
４１　　　　遮蔽板
４２　　　　爪部材
４３　　　　係止穴
４４　　　　コイルバネ
４５　　　　支点軸
４７　　　　押圧部材

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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